
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　 固定される部分である支持部と、外
周側の巻き始端から内周側の巻き終端に向かって螺旋状に延び 変形部と
が 一体に形成さ
　前記支持部は、前記巻き始端と連続し

　

　

【請求項２】
　前記凹部は、円弧形状に沿って形成されており、前記円弧の曲率半径は、 変形部の

外周縁の曲率半径よりも大きい請求項１記載の
【請求項３】
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基板に、複数のスパイラル接触子が設けられた接続装置において、
それぞれのスパイラル接触子は、基板上の接続部に

て弾性変形可能な
、導電性材料で れ、

、前記巻き終端の中心を通る中心線を挟んで一方
の側に設けられ、前記中心線を挟んで他方の側には、前記中心から最も離れた位置にある
前記変形部の外周縁が露出しており、

前記支持部は前記中心線から離れた位置に外縁部を有し、前記外縁部には、前記中心に
向けて窪む凹部が形成されており、

前記外周縁が、隣接する他のスパイラル接触子の前記凹部内に対向するように、複数の
前記スパイラル接触子が並べられていることを特徴とする接続装置。

前記
前記 接続装置。

前記外周縁が、隣接する他のスパイラル接触子の前記凹部内に対向するように、複数の
前記スパイラル接触子が直線状に配列されて行が形成され、複数の前記行が、前記行が延
びる方向と直交する方向である列方向に間隔を開けて、平行に配置されている請求項１ま



【請求項４】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＢＧＡやＬＧＡ等の接続端子を備えた電子部品に対して電気的に接続される
スパイラル接触子に係わり、特にばね定数を高くすることができるとともに、単位面積当
たりに実装密度を高めることを可能としたスパイラル接触子 備 接続装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図７は従来のスパイラル接触子を備えたコンタクトシートの一部を示す平面図、図８は
従来のスパイラル接触子を拡大して示す平面図である。
【０００３】
　図７に示すコンタクトシート１は薄い絶縁シートからなるガイドフレーム２を有してお
り、前記ガイドフレーム２上に複数のスパイラル接触子３が縦横方向に規則正しく配列さ
れている。図８に示すように、個々のスパイラル接触子３は、略正方形状をした薄い銅板
などで形成されており、外枠として機能する支持部３Ａと、前記支持部３Ａ内において渦
巻き状に切り欠かれた変形部３Ｂとを有している。
【０００４】
　前記コンタクトシート１は、縦横方向に規則正しく配列された複数のスルーホールを有
する絶縁基板上に設置される。個々の前記スルーホールの縁部および内面には導電部が形
成されており、個々のスパイラル接触子３の支持部３Ａは個々のスルーホールの縁部にそ
れぞれ電気的に固定されている。また前記変形部３Ｂは前記スルーホール上に位置してお
り、スルーホールの貫通方向に弾性変形可能な状態にある。
【０００５】
　ＩＣなど電子部品の底面に設けられた複数の球状接触子（ＢＧＡ）やコーン状接触子（
ＣＧＡ）などの外部接触子が、複数のスパイラル接触子３に対向する状態で押し付けられ
ると、前記外部接触子は前記スパイラル接触子３を押圧しながら前記スルーホール内に至
る。このとき前記スパイラル接触子３の変形部３Ｂは弾性的に変形させられ、前記外部接
触子の外面に巻き付きながら接触するため、個々の球状接触子と個々のスパイラル接触子
との間が電気的に接続されるようになる。
【０００６】
　上記のようなスパイラル接触子に関する先行技術文献としては、例えば以下に示すよう
なものが存在している。
【特許文献１】特開２００２－１７５８５９号公報
【特許文献２】特開２００３－７８０７８号公報
【特許文献３】特開２００４－１２３５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のようなスパイラル接触子では、変形部が大きく弾性変形させられた状態でスルー
ホール内に押し込まれるため、大きなばね定数を有することが必要とされるが、そのため
には前記変形部３Ｂの幅寸法Ｗ（図８では平均的な幅寸法をＷとして示している。）を可
能な限り広く形成する必要がある。
【０００８】
　しかし、上記従来のスパイラル接触子３は、変形部３Ｂの外周全域が四角形状の支持部
３Ａで囲まれた構成であるため、変形部３Ｂの幅寸法を広くすることには限界がある。
【０００９】
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たは２記載の接続装置。

隣り合う行では、前記支持部の向きが、互いに１８０度相違している請求項３記載の接
続装置。

を えた



　一方、スパイラル接触子３の外形寸法そのものを大きくし、すなわち支持部３Ａの縦横
方向の寸法を大きくすれば、内部の変形部３Ｂの幅寸法を広く形成することができるため
、前記変形部３Ｂのばね定数を高めることが可能となる。しかし、この方法では、コンタ
クトシート１としたときの単位面積当たりの実装密度を高めることがでないという問題が
生じる。
【００１０】
　さらに、図７に示すように、各スパイラル接触子３は前記支持部３Ａどうしが、縦横方
向で隣接する状態で配置されているため、隣り合う支持部３Ａどうしの間で電気的な短絡
（ショート）が発生しやすいという問題がある。
【００１１】
　すなわち、各スパイラル接触子３は、例えば特許文献１などに記載されているように、
ポリイミドなど絶縁性の基材シートの表面にニッケルや銅などのメッキ処理や前記銅メッ
キに対するエッチング処理など、複数の製造工程を経ることにより製造される。しかし、
図７に示すように前記エッチング処理においては銅メッキ３Ｃが完全に除去しきれず残る
場合があり、そのような場合には隣接する支持部３Ａどうしが部分的に前記残存する銅メ
ッキ３Ｃによって電気的に接続された状態で形成されてしまうことになる。
【００１２】
　そして、電子部品の外部接触子が、このようなスパイラル接触子の変形部３Ｂに接触さ
せられ且つ電力が与えられると、前記支持部３Ａどうしの間が前記銅メッキ３Ｃを介して
電気的に短絡するため、前記電子部品の破壊や信号の混信などの不具合を発生させるとい
う問題がある。
【００１３】
　本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、単位面積当たりの実装密度を高
めることができるとともに、大きなばね定数を有するスパイラル接触子
を提供することを目的としている。
【００１４】
　さらにはスパイラル接触子の支持部どうしの短絡を防止することを可能 接続装置
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、
　 固定される部分である支持部と、外
周側の巻き始端から内周側の巻き終端に向かって螺旋状に延び 変形部と
が 一体に形成さ
　前記支持部は、前記巻き始端と連続し

　

　
ものである。

【００１６】
　本発明では、変形部の占める面積を大きくすることができるため、幅寸法の広い変形部
とすることができる。よって、変形部のばね定数を高めることができる。
【００１７】
　本発明では、 凹部は、円弧形状に沿って形成されており、前記円弧の曲率半径は、

変形部の 外周縁の曲率半径よりも大きいことが好ましい。
【００１８】
　上記手段では、隣り合うスパイラル接触子間で、互いの距離を近接させた状態で配置す
ることができるため、単位面積当たりの実装密度を高めることができる。

10

20

30

40

50

(3) JP 3877735 B2 2007.2.7

を備えた接続装置

とした

基板に、複数のスパイラル接触子が設けられた接続装置において、
それぞれのスパイラル接触子は、基板上の接続部に

て弾性変形可能な
、導電性材料で れ、

、前記巻き終端の中心を通る中心線を挟んで一方
の側に設けられ、前記中心線を挟んで他方の側には、前記中心から最も離れた位置にある
前記変形部の外周縁が露出しており、

前記支持部は前記中心線から離れた位置に外縁部を有し、前記外縁部には、前記中心に
向けて窪む凹部が形成されており、

前記外周縁が、隣接する他のスパイラル接触子の前記凹部内に対向するように、複数の
前記スパイラル接触子が並べられていることを特徴とする

前記
前記 前記



【００２０】
　

【００２１】
　

【発明の効果】
【００２２】
　本発明のスパイラル接触子は、支持部が変形部の巻き始端側にのみ設けら ており、そ
れ以外の部分を開放した構造である。このため、従来は支持部であった部分、すなわち前
記開放領域にも変形部を配置することが可能となるため、変形部の占める面積を多くする
ことが可能となる。よって、従来に比較して変形部の幅寸法を大きくすることができるた
め、変形部のばね定数を大きくすることが可能となる。
【００２３】
　また支持部に形成された凹部内に、他のスパイラル接触子の変形部を配置することによ
り、単位面積当たりの実装密度を高めることができる。
【００２４】
　さらに本発明のコンタクトシートでは、行方向において支持部と変形部とを隣接させる
とともに列方向では支持部間の距離を離すように配置したことより、製造時のエッチング
処理において除去しきれなかった銅メッキによって前記支持部どうしが電気的に接続され
るのを防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１ スパイラル接触子 示す平面図、図２は図１の２－２線
における断面図である。
【００２６】
　図１に示すスパイラル接触子１０は、支持部１１と螺旋形状で形成された変形部１２と
を有している。前記変形部１２は、外周側に巻き始端部１２ａが設けられ、渦巻きの中心
である内周側に巻き終端部１２ｂが設けられている。前記支持部１１は前記変形部１２の
外周側に設けられており、前記変形部１２の巻き始端部１２ａが前記支持部１１から連続
的に延出する構造である。なお、前記巻き終端部１２ｂの先端は広い面積で形成されてお
り、電子部品の外部接触子に対して中心的に接触する役割を果たす当接部１２ｃとされて
いる。
【００２７】
　図１に示す では、前記支持部１１は前記巻き始端部１２ａが設けられたＸ２側にの
み設けられており、前記巻き始端部１２ａが設けられていないＸ１側では変形部１２の外
側が開放された状態にある。また図１では前記支持部１１が、前記当接部１２ｃの中心を
通りＹ方向に平行となる中心線Ｏ－Ｏまで形成されている。
【００２８】
　このため、前記中心線Ｏ－ＯよりもＸ１側の開放領域（変形部１２の外側の領域）に前
記変形部１２を配置することができる。さらには支持部１１を前記中心線Ｏ－Ｏよりも巻
き始端部１２ａ（Ｘ２）側の領域に形成することにより、前記変形部１２がＹ方向に占め
る面積をも大きくすることが可能である。
【００２９】
　よって、前記巻き始端部１２ａから巻き終端部１２ｂまでの間の前記変形部１２の幅寸
法Ｗ１を全体的に広く形成することができる。よって、全体的な外形寸法、巻き数、板厚
寸法および材質を同じくするスパイラル接触子どうしを比較したときに、従来よりも大き
なばね定数を発揮することが可能なスパイラル接触子１０とすることができる。すなわち
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また、本発明は、前記外周縁が、隣接する他のスパイラル接触子の前記凹部内に対向す
るように、複数の前記スパイラル接触子が直線状に配列されて行が形成され、複数の前記
行が、前記行が延びる方向と直交する方向である列方向に間隔を開けて平行に配置されて
いるものである。

また、隣り合う行では、前記支持部の向きが、互いに１８０度相違していることが好ま
しい。

れ

は の基本構成を参考例として

もの



、スパイラル接触子１０の全体的な外形寸法を大型化することなく、従来よりも大きなば
ね定数を得ることができる。よって、ばね定数の大きな前記スパイラル接触子１０とした
場合でも、全体的な外形寸法を大きくする必要がなくなるため、スパイラル接触子を複数
配置した場合においては単位面積当たりの実装密度の低下を防止できる。
【００３０】
　また前記支持部１１は巻き始端部１２ａ側にのみに設けられ、それ以外の変形部１２の
外側は開放領域となっているため、隣り合うスパイラル接触子１０を従来よりも近接させ
た状態で配置することが可能となる。よって、この点ではスパイラル接触子の実装密度を
高めることが可能となる。
【００３１】
　なお、前記幅寸法Ｗ１はスパイラル接触子１０の平均的な幅寸法を示すものであり、上
記従来のスパイラル接触子３の平均的な幅寸法Ｗ（図８参照）に対応するものである。
【００３２】
　スパイラル接触子１０は、図２に実線で示すような平面形状で形成され あるい
は図２に点線で示すように前記当接部１２ｃが図示Ｚ１方向に突出する立体凸型形状に塑
性変形させられた状態で形成されている。そして、このような前記スパイラル接触子１０
の支持部１１は、ポリイミドなどの絶縁シートなどからなるガイドフレーム２１に固定さ
れている。すなわち、前記ガイドフレーム２１には開口部２２が形成されており、前記支
持部１１は前記開口部２２の縁周部の裏面（Ｚ２側の面）に対して接着剤などを介して固
着されている。なお、図１にて点線のハッチングで示す部分が接着剤ののりしろ部分であ
る。
【００３３】
　図２に示すように、スパイラル接触子１０が平面形状である場合には、前記変形部１２
は前記開口部２２に平行に対向するように固定されている。また前記スパイラル接触子１
０が立体凸型形状である場合には、前記変形部１２の巻き始端部１２ａよりも先端側が、
前記開口部２２を通じて前記ガイドフレーム２１の表面（Ｚ１）方向に突出するように固
定されている。
【００３４】
　図３は図１のスパイラル接触子を用いて形成したコンタクトシートを示す平面図である
。なお、以下においては、横（Ｘ）方向を行、縦（Ｙ）方向を列として規定し説明する。
【００３５】
　図３に示すように、ガイドフレーム２１には複数の開口部２２が行方向および列方向に
所定のピッチで規則正しく並ぶように形成されている。そして、一つの開口部２２に一つ
の前記スパイラル接触子１０が対応して固定されることにより、コンタクトシート２０が
形成されている。
【００３６】
　図４は絶縁基板上に配置されたコンタクトシートを部分的に示す断面図である。前記コ
ンタクトシート２０は絶縁基板３０上に配置される。前記絶縁基板３０には、複数のスル
ーホール３１が縦横方向に規則正しく配列されており、隣り合うスルーホール間の縦横方
向のピッチ寸法は、前記ガイドフレーム２１に設けられたスパイラル接触子１０の縦横方
向のピッチ寸法と同じである。よって、一つのスルーホール３１には一つのスパイラル接
触子１０が対向している。
【００３７】
　図４に示すように、スルーホール３１の内面には銅メッキなどにより形成された導電部
３２が形成されている。また前記スルーホール３１の上下の開口縁部には前記導電部３２
に導通する接続部３３，３４が周設されている。そして、一方の接続部３３とスパイラル
接触子１０の前記支持部１１とが導電性接着剤などにより接続固定されている。
【００３８】
　また他方の接続部３４には接続端子３５が固定されており、絶縁基板３０の下方に設け
られて配線基板４０上に形成された複数のパターン線４１の個々のパターン線４１に対し
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ている。



、導電性接着剤または半田付けなどの手段により接続されている。よって、前記スパイラ
ル接触子１０とパターン線４１とは一方の接続部３３、導電部３２、他方の接続部３４お
よび接続端子３５を介して電気的に導通されている。すなわち、前記コンタクトシートお
よびスルーホールを有する絶縁基板とは ,前記外部接触子と配線基板４０のパターン線４
１とを電気的に接続するための接続装置として機能している。なお、前記パターン線４１
は外部に設けられる図示しない外部回路に接続されており、電子部品５０と外部回路とが
接続されるようになっている。
【００３９】
　また前記接続端子３５の代わりに、絶縁基板３０の下側にもコンタクトシート２０を配
置し、前記コンタクトシート２０に設けられているスパイラル接触子１０を用いて前記他
方の接続部３４とパターン線４１とが接続される構成としたものであってもよい。
【００４０】
　図４に示すように、電子部品５０に設けられた球状接触子（ＢＧＡ）などの外部接触子
５１が、前記スパイラル接触子１０に図示Ｚ２方向に押し付けられると、前記スパイラル
接触子１０の変形部１２が凹状に弾性変形しつつ前記外部接触子５１の外面を抱き込むよ
うに接触させられる。よって、前記電子部品５０の外部接触子５１とパターン線４１とを
電気的に接続することが可能となる。
【００４１】
　図３に示すように、前記コンタクトシート２０は、第１行目のすべてのスパイラル接触
子１０が支持部１１をＸ２側に向けた状態で並べられている。また前記第１行目に隣接す
る第２行目は、すべてのスパイラル接触子１０が支持部１１をＸ１側に向けた状態で並べ
られている。そして、第３行目は、すべてのスパイラル接触子１０が支持部１１をＸ２側
に向けた状態で並べられている。以下同様に、スパイラル接触子１０は、その向きが隣接
する行ごとに交互に異なるように前記ガイドフレーム２１に設けられている。すなわち、
コンタクトシート２０では、スパイラル接触子１０の向きが上下左右で異なるように、い
わゆる千鳥掛け状に配置されている。
【００４２】
　このため、行方向に隣り合うスパイラル接触子１０どうしの間では、支持部１１どうし
が互いに近接する状態でガイドフレーム２１上に固定されることがない。また列方向に隣
り合うスパイラル接触子１０どうしの間においても、支持部１１どうしが互いに近接して
並ぶ状態を避けることが可能となる。すなわち、隣り合うスパイラル接触子１０の支持部
１１どうしが行方向および列方向において近接することがなく、支持部１１間の距離を上
記図７の従来の場合以上に離すことが可能である。
【００４３】
　よって、たとえ製造時のエッチング処理の際に、銅メッキが除去し切れずガイドフレー
ム上に部分的に残存することがあるとしても、支持部１１間の距離が長く、しかも支持部
１１どうしが隣り合って並ぶことがないため、前記支持部１１どうしが電気的に接続され
るのを防止することが可能となる。
【００４４】
　また、仮に近接する支持部１１と変形部１２との間が残存する銅メッキで接続されたと
しても、上記のように電子部品５０の外部接触子５１が変形部１２を押圧したときに前記
変形部１２が変形させられるため、銅メッキ部分が切断されて前記支持部１１と変形部１
２との間の接続を分離することが可能である。よって、その後に電源が投入されても電子
部品５０の破壊や信号の混信等の不具合を防止することができる。
【００４５】
　図５は、本発明 の形態としてのスパイラル接触子を示す平面図、図６は図５のス
パイラル接触子並べた状態を示す平面図である。
【００４６】
　図５ の形態として示すスパイラル接触子６０は、前記第１の実施の形態で示すス
パイラル接触子１０とほぼ同じ構成である。すなわち、スパイラル接触子６０は、変形部
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６２と、前記変形部６２の巻き始端部６２ａに連続する支持部６１とを有するとともに、
前記支持部６１は前記巻き始端部６２ａ側（図示左側）にのみ設けられ、右側の変形部６
２は開放状態となっている。ただし、変形部６２の図示左端（変形部１２が設けられてい
る側とは逆側の端部）には、前記変形部１２方向（図示右方向）に凹部６１ａが形成され
ている点で異なっている。
【００４７】
　前記凹部６１ａは、変形部１２の最外周部の曲率 ｒ１よりも大きな曲率 ｒ２か
らなる円弧に沿って形成されている。このため、図６に示すように、複数のスパイラル接
触子６０を並べたときに、隣り合うスパイラル接触子６０の一方の凹部６１ａに他方のス
パイラル接触子６０の変形部６２を部分的に配置することができる。このため、スパイラ
ル接触子６０では、スパイラル接触子６０の行方向の距離を密接させた状態で配置するこ
とが可能となり、単位面積当たりの実装密度を高めることができるため、ガイドフレーム
上に配置可能なスパイラル接触子６０の数を増やすことが可能となる。
【００４８】
　また 同様に千鳥掛け状に配置することにより、製造時において隣り合うスパイラ
ル接触子６０の支持部６１どうしが接続されるのを防止しやすくできるとともに、支持部
６１と変形部６２とが接続状態にある場合にはその分離をすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】 示す平面図、
【図２】図１の２－２線における断面図、
【図３】図１のスパイラル接触子を用いて形成したコンタクトシートを示す平面図、
【図４】絶縁基板上に配置されたコンタクトシートを部分的に示す断面図、
【図５】本発明 の形態としてのスパイラル接触子を示す平面図、
【図６】図５のスパイラル接触子並べた状態を示す平面図、
【図７】従来のスパイラル接触子を備えたコンタクトシートの一部を示す平面図、
【図８】従来のスパイラル接触子を拡大して示す平面図、
【符号の説明】
【００５０】
１０　スパイラル接触子
１１　支持部
１２　変形部
１２ａ　巻き始端部
１２ｂ　巻き終端部
１２ｃ　当接部
２０　コンタクトシート
２１　ガイドフレーム
２２　開口部
３０　絶縁基板
３１　スルーホール
３２　導電部
３３，３４　接続部
４０　配線基板
４１　パターン線
５０　電子部品
５１　外部接触子
６０　スパイラル接触子
６１　支持部
６１ａ　凹部
６２　変形部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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